
 
 

平成２７年９⽉３０⽇ 
三井⽣命保険株式会社 

 
 

 

 
 

三井⽣命保険株式会社（代表取締役社⻑ 有末 真哉）は、平成８年の新保険業法施⾏に伴い
損害保険の取扱いを開始し、平成２８年８⽉で２０周年を迎えます。 

当社では、損害保険取扱い２０周年の節⽬を迎えるにあたり、社会貢献活動の⼀環として、 
平成２７年１０⽉１⽇から平成２８年９⽉３０⽇までの１年間、当社を通じて新たにご契約いた
だいた⾃動⾞保険の件数に応じて、「公益財団法⼈ 交通遺児育英会」（以下、交通遺児育英会）が
実施する『あしながおじさん奨学⾦制度』に寄付することとしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 

１．背景・⽬的 

 ⾃動⾞保険（任意保険の対⼈賠償保険）の加⼊率は、共済を含めても約８５％程度で、残りの 
約１５％（約７台に１台）は無保険⾞となっており、近年、こうした無保険⾞による交通事故
が⼤きな社会問題になっています。 

 当社は、損害保険を取扱う代理店の使命として、⽇頃から⾃動⾞保険のさらなる普及に取組ん
でおりますが、この度、交通事故が引き起こす社会問題の⼀つである交通遺児（交通事故が 
原因で亡くなられた⽅等のお⼦さま）のうち、経済的な理由で修学が困難な⽅に少しでもお役
に⽴ちたいとの思いから、『あしながおじさん奨学⾦制度』に寄付を⾏うことといたしました。 

 
２．寄付活動概要 
（１）期 間：平成２７年１０⽉１⽇（⽊）〜 平成２８年９⽉３０⽇（⾦） 
（２）寄付要領：当社を通じて、新たにご契約いただいた⾃動⾞保険１件につき１００円を、当社が 
  負担し寄付いたします。 
（３）寄 付 先：公益財団法⼈ 交通遺児育英会 <http://www.kotsuiji.com/> 

 

当社は、今後とも、社会の⼀員として豊かな社会の実現に貢献するとともに、将来を担う⼦供
たちの健全な育成に貢献するため、公共性の⾼い活動に継続して取組んでまいります。 

 
以上 

《損害保険取扱い 20 周年記念活動》 
『あしながおじさん奨学⾦制度』への寄付について 






